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第 13回石巻市新型インフルエンザ等対策本部会議（任意設置） 会議要旨 

 

日 時：令和２年７月３日（金） 

１７：００～１７：４５ 

会 場：防災センター２階 多目的ホール 

 

次  第 

 

［報告事項］ 

 １ 新型コロナウイルス感染症の患者発生について（健康部） 

  今般、石巻保健所管内において新型コロナウイルス感染症患者が確認された。宮城県内

では９６例目及び９７例目となり、患者の行動歴及び濃厚接触者については、現在調査中

（患者の概要は別紙参照） 

 

 ２ 新型コロナウイルス感染症にかかる電話健康相談窓口の拡充について（健康部） 

  市内感染者の発生に伴い、新型コロナウイルス感染症にかかる電話による健康相談窓

口を以下のとおり拡充する。 

【健康相談窓口】 

(1) 健康推進課 

［開設時間］（平日）８：３０～１９：００ 

      （土日・祝日）９：００～１７：００ 

(2) 各総合支所保健福祉課 

［開設時間］（平日）８：３０～１７：００ 

 

［審議事項］ 

１ イベント等や公共施設の開催（開館等）判断基準の見直しについて（健康部） 

 感染拡大の防止と社会・経済活動の維持の両立を図るため、イベント等や公共施設の開

催（開館等）の判断基準を以下のとおり見直しする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●本判断基準により、石巻市インフルエンザ等対策本部会議に諮って、総合的に判断する。 

①最大の目的は、石巻市内にクラスター（集団感染）を発生させないこと。 

②社会・経済活動と徹底した感染拡大防止の両立を図る。 

③感染状況に合わせて（段階に応じて）適切にリスクを判断し、レベルに対応した措置を講じる。 
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※「一定の要件」とは基本的な感染対策に加え、新しい生活様式を実践すること。 

※施設を開館する場合には、「業種別感染拡大防止ガイドライン」を踏まえた感染対策の取組みを実践する

こと。 

［意見等］ 

イベント等や公共施設の開催（開館等）判断基準について、現段階においては「一定の要

件に配慮し、イベントの実施や公共施設の開館等を行う」レベル１で対応することとする。 

レベル２については、「イベントの中止や公共施設の開館等の措置を講じる基準を明確に

すべきではないか」との意見があったことから、国、県及び他市町村の状況を確認のうえ、

措置基準の見直しを検討することとする。 

 

○第 14回対策本部会議日程 

［日時］７月７日（火）庁議終了後 ［会場］防災センター２階 多目的ホール 
 

   ※市内で新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合は、随時開催とする。 

 

以 上 


